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１ 会議名   令和４年 第４回教育委員会会議 会議録 

２ 開催日時    令和４年３月 22 日（火）午後２時 30 分～午後３時 00 分 

３ 開催場所  ２階 特別会議室 

４ 出席委員  教育長 守山 敏晴   

委 員 廣田 登志子、村尾 利勝、竹田 千恵、渡邉 博明 

５ 欠席委員  なし 

６ 会議出席者 

   教育次長   ： 三浦 成寿 

由宇支所長  ： 藤中 公子  周東支所長  ： 加藤 勝巳 

錦支所長   ： 下村 豊   美和支所長  ： 亀弘 典久 

教育政策課長 ： 遠藤 克也   

教育政策課 英語教育推進室長  ： 鬼武 伸哉 

学校教育課長 ： 林 孝志   学校教育課主幹 ： 仁田 誠彦   

青少年課長 教育センター所長兼務 ： 福屋 憲道 

文化財保護課長 岩国徴古館長兼務 ： 後 詳子 

生涯学習課長 中央公民館長兼務： 村重 加代子 

中央図書館長 ： 山本 圭子  科学センター館長 ： 中村 洋一 

７ 会議従事職員   教育政策課 ： 大黒屋 誠、村上 葵 

８ 会議録署名委員  村尾 利勝、竹田 千恵 

９ 議事日程 

日程第１ 会議録署名委員の指名について 

日程第２ 報告第４号  所管事項について 

  日程第３ 報告第５号 岩国市立美川小学校の休校について 

  日程第４ 議案第 28 号 
岩国市社会教育指導員設置規則の一部を改正する規則

について 

会議の大要 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美和支所長 

 

 

・ただいまから令和４年第４回岩国市教育委員会会議を開会します。 

はじめに、日程第１会議録署名委員の指名を行います。 

本日の会議録署名委員は、村尾委員と竹田委員にお願いします。 

・本日の議題は、日程第２「報告第４号 所管事項について」、日程第３

「報告第５号 岩国市立美川小学校の休校について」、日程第４「議案

第 28 号 岩国市社会教育指導員設置規則の一部を改正する規則につい

て」、以上でございます。それでは、日程第２「報告第４号 所管事項

について」を議題といたします。これについては、協議会形式で進めた

いと思います。各担当部署から先に配布しております行事予定表につい

て、補足又は所管事項に関する懸案等がありましたら説明をお願いしま

す。 

・本郷山村留学センターにつきまして、２月５日に「小中参観日・持久走

大会」とありますが、誤りですので削除をお願いします。 
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学校教育課長 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

教育長 

村尾委員 

生涯学習課長 

 

 

村尾委員 

生涯学習課長 

 

 

 

 

村尾委員 

 

 

 

生涯学習課長 

 

村尾委員 

生涯学習課長 

 

 

村尾委員 

 

 

 

 

生涯学習課長 

村尾委員 

 

 

生涯学習課長 

 

・３月に行われました小・中学校の卒業式について、御臨席賜りましてあ

りがとうございました。どの学校も創意工夫しながらコロナ禍の中で立

派な卒業式ができたと報告を受けております。 

・２月実施を予定し、その後延期となった「輝きフェスタ」ですが、３月

13 日に開催することができました。現中央公民館での最後のフェスタと

なります。参加者が 269 名でした。舞台発表は３月 27 日に行う予定と

しています。 

・全体を通して、御質問・御意見がありましたら、お願いします。 

・中央公民館の建替え工事はいつからですか。 

・解体工事は令和４年度になりまして、解体と同時に実施設計を行います。

工期が実施設計の具合によりはっきり言えませんが、７年度末には完成

の予定です。 

・いろいろな教室がありますが、工事が始まったら場所はどうなりますか。 

・公民館の貸館は３月 31 日で閉めます。共催クラブ 54 団体につきまして

は、２年前からお知らせをしていて、近くの岩国供用会館、錦見供用会

館、藤河分館、愛宕スポーツコンプレックスを御紹介し、必要な場合に

は職員が同行して道具や駐車場の様子を確認して、行先は全て決まって

おります。 

・事業を縮小したりして関係団体が継続して続けられるのは良いことだと

思います。愛宕スポーツコンプレックスの使用については、まとめて使

用ということになると、スポーツ団体との兼ね合いが難しくなるのでは

と思います。 

・愛宕スポーツコンプレックスに行く団体は２、３団体だけで、文化施設

の方なので、スポーツ施設を使うわけではないです。 

・文化施設の空き部屋を使用するということですか。 

・はい。ほかの分館や供用会館についても、今までそこで定期的に活動を

続けている団体の邪魔にならないように、空きを調べてから御紹介して

おります。 

・今後、年間の事業計画を作成して会場を抑えるということになると、一

年間ずっとその時間帯の部屋を取ることになりますよね。愛宕スポーツ

コンプレックスの使用について、先日、体育協会理事会で報告がありま

したが、後から使いたいという団体が使いにくくなるのではないかとい

う声もあるので、調整をお願いします。 

・中央公民館の共催団体ですので。 

・一年間のスパンで施設を取られると、後から使いたい団体がいたときに、

予定が全て組まれているとなかなか使えなくなるという話がありまし

た。どのような形で取っているのかと。 

・こちらとしても十分慎重にやっています。中央公民館の建替えで活動が

できなくなっているのは団体の方で、市としては今ある市民団体に御迷
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村尾委員 

生涯学習課長 

教育次長 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

村尾委員 

 

廣田委員 

 

 

青少年課長 

 

 

廣田委員 

青少年課長 

 

 

廣田委員 

 

 

 

 

 

 

 

青少年課長 

 

 

 

 

 

廣田委員 

 

惑をかけていると思っております。その団体がこれからも同じように活

動できるよう保障するのが中央公民館の役目であると思っております。 

・それは理解できます。 

・御迷惑をおかけしますが４年間ですので。 

・大きな事業やどうしてもやらなければならないことに関してはその時の

貸し借りを団体と協議します。必ずそこをキープするというわけではあ

りません。 

・もちろん大会等については調整できます。一応今までも一年間部屋を保

証していましたので、同じようにできるように。供用会館などは毎月申

請を出してもらわないといけないという点で御迷惑をおかけしていま

す。中央公民館の団体を守りたいと思っています。 

・スポーツ団体との調整も図りながらやっていただきたいと思いますので

よろしくお願いします。 

・教育センターにお尋ねします。今、３分室ありまして、タブレットも活

用して今までのやり方とは違う指導で子供との関わり方も広がってき

ていると聞いております。現在、合計で何名が通室していますか。 

・中央教室が２月末時点で小学生４名、中学生 16 名の計 20 名、西教室が

小学生２名、中学生７名の計９名、南教室が小学生１名、中学生５名の

計６名、北分室は中学生１名で、合計が 36 名です。 

・これは令和３年度当初よりも増えていますか。 

・もちろん増えています。４月は一旦学校に戻しますので、一年ごとの更

新になります。一旦再スタートを学校で頑張ってもらって、どうしても

馴染めなければ、だんだん支援教室への勧めが出てきます。 

・該当の保護者からも、なかなか集団に溶け込めなかった子が参加できる

ようになり少々ですが社会性もできてきて、タブレットを活用して学力

面も保障され大変喜んでおられると聞いております。いずれは中学校に

行かれると良いと思いますが、それぞれの教室で充実した手厚い指導が

されておりますので素晴らしいと思います。なかなか予算の面で難しい

と思います。人件費も年度で決まっており、この子をフォローするのに

何回くらいかかるだろうかというので、残りを見ながら対応されると思

いますがどうでしょうか。 

・特に気を付けなければならないのが、ｅラーニングを使う際は一人一人

にＩＤとパスワードを配布しなければなりませんが、一人当たり月約

4,000 円弱かかります。利用する子供が急激に増えると予算が足りなく

なるので、それについては契約方法を変えて 30 人の 12 か月分、360 か

月分が使えるようにします。４月、５月は子供の数が少ないので、人数

が少ない時には少ない人数分でやるようにしてやりくりしています。 

・その辺のやりくりを工夫されていらっしゃると思います。せっかく集団

に馴染めるようになって、３月の終わりにもう少しフォローしたいとい
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渡邉委員 

 

 

 

 

 

 

 

青少年課長 

渡邉委員 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

青少年課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村尾委員 

青少年課長 

村尾委員 

青少年課長 

うときに指導員がいないというようなことがないように、うまく調整し

ながら先を見ながらやっておられると思います。これからも充実してい

ただければと思います。 

・先日、不登校生徒の家に行き子供と直接話をさせていただいたのですが、

勉強が分からないので学校に行きたくないということでした。団体行動

は好きなので問題はありませんが、いざ授業が始まると、分からない時

間が何時間も続くので行きたくないと。支援教室に通う子には救いの手

が差し伸べられますが、このような学校に行きたいけど勉強が分からな

いから行きたくないという中学生に対して、小学生の勉強から教えてい

かないといけませんが、ｅラーニングはそこまで遡って勉強することも

できるシステムですか。 

・はい。 

・その子にも支援教室があることを学校にも相談したら、本人が行って一

人で勉強する姿勢がないと提供が難しいのではないかと言われたので、

その子にとっては厳しい状況ではないかと思います。せっかく一人一台

のタブレット端末があるなら家でも活用することは難しいですか。 

・ＡＩドリルというものがあり、ｅラーニングほどのものはできませんが、

学校と相談の上で持ち帰っての学習は可能で、小学校３年生から遡れま

す。ただ、持ち帰らせた結果、家から出てこなくなっても困るので、そ

の辺はしっかり保護者とルールを決めながら、どういった使い方が子供

にとって一番いいのか、どうやってまた学校に来るようにしていくのか

は詰めなければなりませんが、持ち帰って勉強するというのは可能で

す。 

・今年度ｅラーニングをやってみて出てきた課題の一つに、支援教室だと

きちんと使うのですが、ｉＰａｄというのは諸刃の道具で、家庭で学習

をするのはかなりハードルが高いです。いろんな誘惑がたくさんあり、

タブレットはその代表です。同じインターネットでもＹｏｕＴｕｂｅを

見るのか勉強をするのかで大きく変わってきますので、その意識付けは

とても大切です。それからもう一つ、アウトリーチがとても大事だと考

えております。心の支援員というのが岩国市の制度としてありまして、

週に２回、２時間から３時間ほど家庭訪問をして学校にいけない子供の

支援をしたり、別室登校ができる子のために、その先生が別室指導をし

たりしています。中学校にはほぼ配置されていますので、遠慮なく相談

していただき、アウトリーチ型の支援を使われてもいいかなと思いま

す。 

・心の支援員は各地区にはいらっしゃらないですよね。 

・ほぼ全ての中学校についています。 

・中学校区にはほぼいらっしゃるんですか。 

・はい。希望があればですが。 
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村尾委員 

 

 

 

 

廣田委員 

 

青少年課長 

教育長 

竹田委員 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

教育政策課長 

 

 

 

教育長 

教育長 

 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

教育長 

 

各委員 

・自学自習は難しいので、心の支援員を呼んで、勉強そのものではなく勉

強の仕方を教えてもらいながら学力を伸ばしていき、そこに加えてｅラ

ーニングを活用していくと。長いスパンでないとなかなか一朝一夕に全

部理解できるわけではありませんから。その辺りを保護者が青少年課と

話しながら、活用の方法を模索した方がいいのではないかと思います。 

・心の支援員の指導は定期的にされており充実していますので、しっかり

活用されてください。 

・心の支援員はベテランの方が多いので。 

・情報を共有していきましょう。 

・中学生の自転車マナーがあまり良くありません。私が住んでいる場所は

田舎で道が狭く車も少ない方なのですが、自転車で２列や３列になって

走っていたり、後ろから車で近づいているのに気付くと両脇に避けてし

まいます。これから春休みになり、部活動など自転車で移動することが

多くなると思いますので、なるべく注意を促していただければと思いま

す。 

・別にないようでしたら、以上で報告第５号を終わります。 

・次に、日程第３「報告第５号 岩国市立美川小学校の休校について」を

議題といたします。それでは教育政策課から説明をお願いします。 

・報告第５号 岩国市立美川小学校の休校について、御説明いたします。 

 この度、美川小学校を休校することとなりました。休校の期間は令和４

年４月１日から当分の間で、理由は児童数の減少に伴い休校とするもの

でございます。以上、御報告いたします。 

・ただいまの説明に、御質問・御意見がありましたら、お願いします。 

・別にないようでしたら以上で報告第３号を終わります。 

・次に日程第４「議案第 28 号 岩国市社会教育指導員設置規則の一部を

改正する規則について」を議題といたします。生涯学習課から説明をお

願いします。 

・岩国市社会教育指導員設置規則の一部を改正します。令和２年４月から

社会教育指導員も嘱託職員から会計年度任用職員に身分が変わってい

たのですが、その際にこの規則を改正する必要があったのですが、大変

遅れてしまいお詫び申し上げます。内容的にも身分がはっきりされてお

りませんでしたので、その面も訂正しております。社会教育指導員は、

公民館や教育支所において公民館の講座を組んだり、地域との連携をし

たり、支所では生涯学習事業で講座の開催や案を作成しています。以上

です。 

・ただいまの説明に、御質問・御意見がありましたら、お願いします。 

・別にないようでしたら議案第 28 号は原案のとおり決することに御異議

ありませんか。 

・異議なし。 
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教育長 

 

 

教育政策課長 

 

 

教育長 

・御異議なしと認め、議案第 28 号は原案のとおり決します。 

・本日の議題は以上でございます。それでは、次回の教育委員会会議の日

程について、事務局からお願いします。 

・次回の定例会は令和４年４月 20 日水曜日、市役所本庁２階特別会議室

にて 14 時から所属長会議を、14 時 30 分から教育委員会会議を開催いた

します。 

・これをもちまして、令和４年第４回岩国市教育委員会会議を終了します。  
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岩国市教育委員会会議規則第 16 条の規定により署名する。 

 

 

 

 

教育長  守山 敏晴                              

 

教育委員 村尾 利勝                        

 

教育委員 竹田 千恵 


